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令和７年６月清須市議会定例会会議録 

 

 令和７年６月６日、令和７年６月清須市議会定例会は、清須市議会仮設議事堂（清須市五条川

防災センター）に招集された。 

１．開会時間 

   午前９時３０分 

 

２．出席議員 

   １番  伊 藤 奈 美         ２番  浅 妻 奈々子 

   ３番  齊 藤 紗綾香         ４番  土 本 千亜紀 

   ５番  松 岡 繁 知         ６番  山 内 徳 彦 

   ７番  冨 田 雄 二         ８番  松 川 秀 康 

   ９番  大 塚 祥 之        １０番  小 﨑 進 一 

  １１番  飛 永 勝 次        １２番  野々部   享 

  １３番  岡 山 克 彦        １４番  林   真 子 

  １５番  加 藤 光 則        １６番  高 橋 哲 生 

  １７番  伊 藤 嘉 起        １８番  久 野   茂 

  １９番  浅 井 泰 三        ２０番  成 田 義 之 

  ２１番  天 野 武 藏 

計  ２１名 

 

３．欠席議員 

    な      し 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のために出席した者は、次のとおりであ

る。 

市 長  永 田 純 夫 

副 市 長  葛 谷 賢 二 

教 育 長  天 埜 幸 治 
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企 画 部 長  岩 田 喜 一 

総 務 部 長  林  智 雄 

危 機 管 理 部 長  飯 田 英 晴 

市 民 環 境 部 長  石 田  隆 

健 康 福 祉 部 長  丹 羽 久 登 

会 計 管 理 者  楢 本 雄 介 

教 育 部 長  石 黒 直 人 

監 査 委 員 事 務 局 長   清 岳 

企 画 部 次 長 兼 人 事 秘 書 課 長  岡 田 善 紀 

総 務 部 次 長 兼 財 政 課 長  服 部 浩 之 

総 務 部 次 長 兼 財 産 管 理 課 長  所  邦 治 

危機管理部次長兼危機管理課長  舟 橋 監 司 

市民環境部次長兼保険年金課長  浅 野 英 樹 

市 民 環 境 部 次 長 兼 産 業 課 長  梶 浦 庄 治 

健康福祉部次長兼児童保育課長  吉 野 厚 之 

健康福祉部次長兼健康推進課長  古  川  伊 都 子 

建 設 部 次 長 土 木 課 長  前 田 敬 春 

教 育 部 次 長 兼 生 涯 学 習 課 長  大 沼 賀 敬 
   

教 育 部 次 長 兼   
  吉 田  剛 

学校給食センター管理事務所長   
   

企 画 政 策 課 長  神 野 満 裕 

 

５．本会議に職務のために出席した者の職、氏名 

議 会 事 務 局 長  後 藤 邦 夫 

議会事務局次長兼議事調査課長  鹿 島 康 浩 

議 事 調 査 課 主 任  速  水  真 由 美 

 

６．会議事件は、次のとおりである。 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 
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  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 諸般の報告について 

  日程第 ４ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  日程第 ５ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  日程第 ６ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  日程第 ７ 議案第３３号 清須市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

               る条例の一部を改正する条例案 

  日程第 ８ 議案第３４号 清須市水道事業給水条例の一部を改正する条例案 

  日程第 ９ 議案第３５号 動産の取得について 

  日程第１０ 議案第３６号 令和７年度清須市一般会計補正予算（第１号）案 

  日程第１１ 議案第３７号 令和７年度清須市水道事業会計補正予算（第１号）案 

  日程第１２ 報告第 ３号 令和６年度清須市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

  日程第１３ 報告第 ４号 令和６年度清須市一般会計事故繰越し繰越計算書について 

  日程第１４ 報告第 ５号 令和６年度清須市水道事業会計予算繰越計算書について 

  日程第１５ 報告第 ６号 令和６年度清須市下水道事業会計予算繰越計算書について 

  日程第１６ 発議第 ３号 刑事訴訟法における再審に関する規定の改正を求める意見書 

               （案） 

  日程第１７ 発議第 ４号 性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書（案） 

 

（ 傍聴者 １名 ） 
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（ 時に午前９時３０分 開会 ） 

議長（成田義之君） 

 皆さん、おはようございます。 

 令和７年６月清須市議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は、２１名でございます。 

 本日、長谷川建設部長から欠席の届出が提出されています。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元には配布のとおりでございます。 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、１５番加藤議員、１６番高橋

議員を指名いたします。 

 日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２６日までの２１日間といたしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 ありがとうございます。 

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から６月２６日までの２１日間と決定いたします。 

 日程第３、「諸般の報告」をいたします。 

 議会閉会中の動向について報告いたします。 

 お手元に配布してあります議員活動状況報告書のとおりでありますので、朗読は省略いたしま

す。 

 つぎに、市長から地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、尾張土地開発公社令和７年

度事業計画及び予算書が、また、監査委員から地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、

令和７年１月分から４月分までの現金出納の検査の結果について、それぞれ議会宛てに提出され

ておりますので、受理したことを報告いたします。 
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 以上で、諸般の報告を終わります。 

 お諮りいたします。 

 これより議案の審議に入りますが、日程第４、諮問第１号から日程第１５、報告第６号までを

一括議題とし、市長から提案理由の説明を受けます。 

 日程第４、諮問第１号から日程第６、諮問第３号までの３案件につきましては、人事案件でご

ざいますので、委員会付託を省略し、本日、採決したいと思います。 

 採決の方法は、人事案件ですので、起立ではなく簡易表決とし、採決に先立ち、質疑を行うこ

とになります。 

 その後、日程第７、議案第３３号から日程第１５、報告第６号までの９案件につきましては担

当部次長より内容の説明を受けますが、所管が連続している場合は一括して内容の説明を受けま

す。 

 日程第７、議案第３３号から日程第１１、議案第３７号までの５案件につきましては、本日は

提案理由及び内容説明を受けるのみで散会し、質疑のある方は６月１０日正午までに発言通告書

を提出していただき、６月１３日の本会議において質疑を行った後、各常任委員会に審査を付託

したいと思います。 

 また、日程第１２、報告第３号から日程第１５、報告第６号までの４案件につきましては、報

告案件ですので、担当部次長より内容の報告を受けるのみとします。 

 以上のような進め方でございますが、これに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 ありがとうございます。 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま申し上げました方法で行うことに決定いたします。 

 日程第４、諮問第１号から日程第１５、報告第６号までを一括議題といたします。 

 市長より一括して提案理由の説明を求めます。 

 永田市長。 

＜ 市長（永田純夫君）登壇 ＞ 

市長（永田純夫君） 

 おはようございます。 
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 本日は、令和７年６月清須市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれまして

は御多忙にもかかわらず御出席を賜りありがとうございます。 

 今定例会に提出いたします案件は、御配布いたしました市長提出議案等のとおり人権擁護委員

の諮問３件、条例の一部改正案２件、動産の取得１件、一般会計等の補正予算案２件、令和６年

度繰越計算書の報告４件でございます。 

 それでは、各案件について、順次、提案理由を御説明申し上げます。 

 諮問第１号から第３号まで、「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること」につきま

しては、江口玲子氏、野呂千賀子氏及び平手ゆり子氏を人権擁護委員として引き続き推薦するこ

とについて、人権擁護委員法の規定により、議会の意見を求めるものでございます。 

 それぞれの方の経歴は、御配布をいたしましたそれぞれの諮問案の２ページ目に記載をいたし

ました。 

 議案第３３号「清須市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例案」につきましては、投票管理者及び投票立会人の従事時間に応じた報酬の額を定

めるため、条例の一部を改正することについて、地方自治法の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 

 議案第３４号「清須市水道事業給水条例の一部を改正する条例案」につきましては、名古屋市

の水道料金の改定に鑑み、市民の水道料金の均衡を保つ必要があることから、水道料金の改定等

を行うため、条例の一部を改正することについて、地方自治法の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 

 議案第３５号「動産の取得」につきましては、清須市役所庁舎什器を取得することについて、

地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第３６号「令和７年度清須市一般会計補正予算（第１号）案」につきましては、原材料の

著しい価格上昇等に伴い、令和７年９月分から給食費の引上げ改定を行うとともに、物価高騰の

影響を受ける子育て世帯を支援するため、小・中学校の給食費の引上げ分を公費で負担するほか、

不登校から学校復帰する段階の児童・生徒等の支援を行うための校内教育支援センターを清洲小

学校、新川中学校及び春日中学校に設置するなど、所要の補正を行うことについて、地方自治法

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 補正額は８，７３２万４，０００円を追加し、予算の総額は３５６億１，０３２万４，

０００円となります。 
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 議案第３７号「令和７年度清須市水道事業会計補正予算（第１号）案」につきましては、水道

料金を改定するため、所要の補正を行うことについて、地方自治法の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。 

 補正額は５２８万円を追加し、予算の総額は３億４，２００万２，０００円となります。 

 報告第３号「令和６年度清須市一般会計繰越明許費繰越計算書」につきましては、令和７年度

に繰り越した住民情報系システム管理事業を始め８事業の繰越明許費について、地方自治法施行

令の規定により、議会に報告するものでございます。 

 繰越額は、１億６，２８６万８，３４８円でございます。 

 報告第４号「令和６年度清須市一般会計事故繰越し繰越計算書」につきましては、令和７年度

に事故繰越しをした新清洲駅付近鉄道高架事業の予算について、地方自治法施行令の規定により、

議会に報告するものでございます。 

 繰越額は、９４２万４，１１８円でございます。 

 報告第５号「令和６年度清須市水道事業会計予算繰越計算書」につきましては、令和７年度に

繰り越した重要給水施設配水管路耐震化事業の予算について、地方公営企業法の規定により、議

会に報告するものでございます。 

 繰越額は、４，９７０万円でございます。 

 報告第６号「令和６年度清須市下水道事業会計予算繰越計算書」につきましては、令和７年度

に繰り越した汚水管渠（きょ）整備事業を始め４事業の予算について、地方公営企業法の規定に

より、議会に報告するものでございます。 

 繰越額は、９億５，４４８万６，０００円でございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。 

 詳細につきましては、担当者から説明をさせますので、十分に御審議の上、御賛同賜りますよ

うよろしくお願いを申し上げます。 

議長（成田義之君） 

 日程第４、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」、質疑

を受けます。 

 質疑のある方の挙手を求めます。 

（ 「なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 
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 質疑はございませんので、質疑を終了し、採決を行います。 

 諮問第１号についてお諮りいたします。 

 人権擁護委員に江口玲子氏を適任とすることに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 ありがとうございます。 

 異議なしと認め、江口玲子氏を適任とすることに決定いたしました。 

 日程第５、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」、質疑

を受けます。 

 質疑のある方の挙手を求めます。 

（ 「なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 質疑はございませんので、質疑を終了し、採決を行います。 

 諮問第２号についてお諮りいたします。 

 人権擁護委員に野呂千賀子氏を適任とすることに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 ありがとうございます。 

 異議なしと認め、野呂千賀子氏を適任とすることに決定いたしました。 

 日程第６、諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」、質疑

を受けます。 

 質疑のある方の挙手を求めます。 

（ 「なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 質疑はございませんので、質疑を終了し、採決を行います。 

 諮問第３号についてお諮りいたします。 

 人権擁護委員に平手ゆり子氏を適任とすることに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 
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 ありがとうございます。 

 異議なしと認め、平手ゆり子氏を適任とすることに決定いたしました。 

 日程第７、議案第３３号「清須市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例案」について、総務部長より内容の説明を求めます。 

 林総務部長。 

＜ 総務部長（林智雄君）登壇 ＞ 

総務部長（林智雄君） 

 総務部長、林です。 

 議案第３３号を御説明します。 

 それでは、タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定を２画面表示にしていただき、令和７年６月 

清須市議会定例会市長提出議案等の９ページと令和７年６月清須市議会定例会市長提出議案等説

明資料の４ページを御覧ください。 

 まず議案等の９ページです。 

 議案第３３号 

 清須市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年６月６日提出 

 清須市長、永田純夫 

 提案理由です。 

 この案を提出するのは、投票管理者及び投票立会人の従事時間に応じた報酬の額を定めるため

必要があるからです。 

 １０ページを御覧ください。 

 清須市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案 

 清須市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 清須市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正

する。 

 それでは、説明資料の４ページを御覧ください。 

 三つ目の丸です。改正の内容は、別表の投票管理者及び投票立会人の報酬の額に、当日投票の

従事時間が７時間以下、期日前投票の従事時間が６時間以下の場合、２分の１の額とする規定を
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加えるものです。 

 なお、条例では、報酬額は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に掲げる額と規定

しており、説明資料には、参考として令和７年４月１日現在の額を記載しております。 

 議案の１０ページにお戻りいただきまして、附則です。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 議案第３３号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第８、議案第３４号「清須市水道事業給水条例の一部を改正する条例案」について、建設

部次長より内容の説明を求めます。 

 前田建設部次長。 

＜ 建設部次長兼土木課長（前田敬春君）登壇 ＞ 

建設部次長兼土木課長（前田敬春君） 

 建設部次長、前田です。 

 議案第３４号について御説明します。 

 市長提出議案等は１１ページ、説明資料は５ページをお開きください。 

 議案第３４号 

 清須市水道事業給水条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年６月６日提出 

 清須市長、永田純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、名古屋市の水道料金の改定に鑑み、市民の水道料金の均衡を保つため、

水道料金の改定等を行う必要があるからです。 

 市長提出議案等の１２ページをお開きください。 

 清須市水道事業給水条例の一部を改正する条例案 

 清須市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 清須市水道事業給水条例の一部を次のように改正する。 

 内容につきましては、説明資料５ページにより説明します。 

 概要で、名古屋市の水道料金の改定に鑑み、市民の水道料金の均衡を保つため、水道料金の改
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定等を行うものです。 

 別表第２、水道料金の改定内容は、基本料金の引上げ、従量料金の改定、基本水量の廃止及び

従量料金の区分の追加、用途区分の統合について改定するものです。 

 附則です。 

 第１項、この条例は、令和７年９月１日から施行する。 

 第２項は、経過措置です。 

 議案第３４号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第９、議案第３５号「動産の取得について」及び日程第１０、議案第３６号「令和７年度

清須市一般会計補正予算（第１号）案」の２案件について、総務部長より内容の説明を求めます。 

 林総務部長。 

＜ 総務部長（林智雄君）登壇 ＞ 

総務部長（林智雄君） 

 総務部長、林です。 

 議案第３５号及び第３６号を続けて御説明します。 

 それでは、タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定を１画面表示にしていただき、令和７年６月

清須市議会定例会市長提出議案等の１５ページを御覧ください。 

 議案第３５号 

 動産の取得について 

 下記のとおり動産を取得することについて、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、

議会の議決を求める。 

 １、取得する動産は、清須市役所庁舎什器 

 ２、契約の方法は、事後審査型一般競争入札 

 ３、契約の金額は、消費税込み１億４，７９５万円 

 ４、契約の相手方は、株式会社清和ビジネス中部支店 

 ５、納入期限は、（１）南館什器が令和７年１１月１５日、（２）西館什器が令和８年５月

５日です。 

 令和７年６月６日提出 

 清須市長、永田純夫 
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 １６ページを御覧ください。 

 物品購入入札結果報告です。 

 ２段目の内容は、南館什器は議事堂と現在の３階の会議室等の机、椅子等、西館什器は各階の

執務室のカウンターや打合せスペース等の机、椅子等です。 

 ５段目の入札金額は１億３，４５０万円で、落札率は８７．９％でした。 

 議案第３５号の説明は、以上です。 

 つぎに、議案第３６号について御説明します。 

 タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定を１画面表示のまま、令和７年度一般会計補正予算書及

び説明書の１ページを御覧ください。 

 議案第３６号 

 令和７年度清須市一般会計補正予算（第１号） 

 令和７年度清須市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正です。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，７３２万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３５６億１，０３２万４，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年６月６日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ２ページを御覧ください。 

 第１表、歳入歳出予算補正です。 

 まず歳入です。 

 １５款国庫支出金、補正額３５２万８，０００円の増額、２項国庫補助金です。歳出事業に連

動した障害者総合支援事業費補助金２３２万４，０００円と生活困窮者就労準備支援事業費等補

助金１２０万４，０００円の増額です。 

 １６款県支出金、補正額２５３万９,０００円の増額、２項県補助金です。歳出事業に連動し

た校内教育支援センター支援員配置事業費補助金の新規計上です。 

 １９款繰入金、補正額７，５８７万６，０００円の増額、２項基金繰入金です。本補正予算で

不足する財源を財政調整基金から繰り入れるものです。 
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 本補正後の財政調整基金現在高は、１１億８，８３２万６，０００円となります。 

 ２１款諸収入、５３８万１，０００円の増額、５項雑入です。歳出事業に連動した災害派遣市

町村職員給与等負担金５９万４，０００円の新規計上と令和７年９月からの給食費改定に伴う民

生費雑入３００万８，０００円及び教育費雑入１７７万９,０００円の増額です。 

 ３ページを御覧ください。 

 歳出です。 

 ２款総務費、補正額５２４万２，０００円の増額、１項総務管理費です。主なものは、歳入で

説明しました災害派遣市町村職員給与等負担金を財源とした能登半島地震で被災した石川県珠洲

市へ職員を派遣することに伴う職員災害派遣費５９万４，０００円の新規計上です。 

 ３款民生費、補正額６１６万５，０００円の増額、２項児童福祉費と３項生活保護費です。主

なものは、歳入で説明しました生活困窮者就労準備支援事業費等補助金を財源とした生活保護事

務費２４０万８，０００円の増額です。 

 １０款教育費、補正額７，５９１万７，０００円の増額、１項教育総務費から３項中学校費ま

でと６項保健体育費です。主なものは、清洲小学校、新川中学校及び春日中学校に不登校から学

校復帰する段階の児童・生徒等の支援を行う校内教育支援センターを設置するための職員人件費

及び小・中学校管理費の増額のほか、小・中学校及び幼稚園給食の原材料の著しい価格上昇等に

伴う学校給食センター運営費の増額です。 

 なお、給食費は令和７年９月から改定しますが、小・中学校の児童・生徒の増額分については

公費で負担します。 

 議案第３６号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第１１、議案第３７号「令和７年度清須市水道事業会計補正予算（第１号）案」について、

建設部次長より内容の説明を求めます。 

 前田建設部次長。 

＜ 建設部次長兼土木課長（前田敬春君）登壇 ＞ 

建設部次長兼土木課長（前田敬春君） 

 建設部次長、前田です。 

 議案第３７号について御説明します。 

 それでは、タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定は１画面表示のままで、令和７年度水道事業
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会計補正予算書及び説明書の１ページを御覧ください。 

 議案第３７号 

 令和７年度清須市水道事業会計補正予算（第１号） 

 第１条は、総則です。令和７年度清須市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 第２条は、収益的収入です。令和７年度清須市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入の

予定額を次のとおり補正する。 

 第１款水道事業収益、既決予算額２億３，２６８万１，０００円、補正予定額として６６０万

円を増額し、計２億３，９２８万１，０００円。第１項営業収益、既決予定額２億７６０万３，

０００円、補正予定額として６６０万円を増額し、計２億１，４２０万３，０００円。 

 第３条は、資本的支出です。予算第４条本文括弧書中「５，３８３万５，０００円」を「５，

９１１万５，０００円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 第１款資本的支出、既決予定額１億１１５万円、補正予定額として５２８万円を増額し、計

１億６４３万円。第１項水道施設費、既決予定額８，９３０万６，０００円、補正予定額として

５２８万円を増額し、計９，４５８万６，０００円。 

 令和７年６月６日提出 

 清須市長、永田純夫 

 続きまして、２ページを御覧ください。 

 令和７年度清須市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画です。 

 （１）収益的収入 

 第１款水道事業収益、第１項営業収益、第１目給水収益、補正予定額６６０万円の増額につき

ましては、水道料金改定に伴う給水収益の増額です。 

 （２）資本的支出 

 第１款資本的支出、第１項水道施設費、第２目固定資産購入費、補正予定額５２８万円の増額

につきましては、水道料金改定に伴うソフトウエア購入費の増額です。 

 議案第３７号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第１２、報告第３号「令和６年度清須市一般会計繰越明許費繰越計算書について」、総務

部長より内容の説明を求めます。 
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 林総務部長。 

＜ 総務部長（林智雄君）登壇 ＞ 

総務部長（林智雄君） 

 総務部長、林です。 

 報告第３号について御説明します。 

 タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定を１画面表示のまま、令和７年６月清須市議会定例会市

長提出議案等の１７ページを御覧ください。 

 報告第３号 

 令和６年度清須市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 翌年度（令和７年度）に繰り越した令和６年度清須市一般会計補正予算（第６号）第２表の繰

越明許費及び令和６年度清須市一般会計補正予算（第７号）第２表の繰越明許費について、地方

自治法施行令第１４６条第２項の規定により、議会に報告する。 

 令和７年６月６日提出 

 清須市長、永田純夫 

 １８ページを御覧ください。 

 令和６年度清須市一般会計繰越明許費繰越計算書 

 全部で８事業です。 

 ２款総務費、１項総務管理費の住民情報系システム管理事業、翌年度繰越額１，０８９万円は、

春日新橋西土地区画整理事業本換地対応業務において法務局からの土地所在地データの提供が遅

れたためで、財源は一般財源です。５月末で完了をしております。 

 ３款民生費、１項社会福祉費の物価高騰緊急支援給付金事業、翌年度繰越額２６３万円は、給

付金の支給に当たり、子ども加算の対象が令和７年７月３１日までに出生した子どもとなってお

り、年度内の支給完了ができないためで、財源は国庫支出金です。８月末の完了を予定しており

ます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費の土地改良事業、翌年度繰越額１，５６０万円は、西牧・新田

排水路改修事業において水路と民地の等価交換に係る権利者との調整に不測の日数を要したため

で、財源は一般財源です。翌年３月末の完了を予定しています。 

 用排水路整備事業、翌年度繰越額１９２万５，０００円は、阿原宮前地区用排水路改修事業に

係る設計業務において愛知県との調整に不測の日数を要したためで、財源は一般財源です。６月
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末の完了を予定しています。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費の道路維持補修事業、翌年度繰越額４，０８３万５，８２０円は、

枇杷島陸橋架替関連事業において愛知県が実施する各占用者等との調整が遅れたこと、下河原地

区道路新設事業において支障となる電柱の移設などに不測の日数を要したこと及び小田井地区用

排水路改修事業において支障となる電柱の移設などに不測の日数を要したためで、財源は地方債

と一般財源です。翌年１月末の完了を予定しています。 

 ４項都市計画費の清洲駅前土地区画整理事業、翌年度繰越額６０万円は、土地区画整理事業に

伴う移転補償において権利者の移転先におけるライフライン整備に不測の日数を要したためで、

財源は国庫支出金と一般財源です。９月末の完了を予定しています。 

 新清洲駅北土地区画整理事業、翌年度繰越額４１３万８，５８９円は、土地区画整理事業に伴

う事業損失補償において権利者との交渉に不測の日数を要したためで、財源は一般財源です。

９月末の完了を予定しています。 

 新清洲駅付近鉄道高架事業、翌年度繰越額８，６２４万８，９３９円は、鉄道高架整備事業に

おいて物件移転工事の遅れに伴い、埋蔵文化財発掘調査などが遅延したこと、西市場廻間線等整

備事業において用地取得に係る権利者との交渉に不測の日数を要したこと及び下本町丸之内線等

整備事業において関係機関との協議・調整に不測の日数を要したためで、財源は諸収入と一般財

源です。翌年３月末の完了を予定しています。 

 一番下の合計欄を御覧ください。全８事業の合計額です。繰越明許費予算額は１億７，

６６０万１，０００円、翌年度繰越額は１億６,２８６万８,３４８円、既収入特定財源は０円、

未収入特定財源は国庫支出金２８３万円、地方債２，４００万円、その他の諸収入４，４２９万

６，０００円の計７，１１２万６，０００円、一般財源は９，１７４万２，３４８円です。 

 報告第３号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 日程第１３、報告第４号「令和６年度清須市一般会計事故繰越し繰越計算書について」、日程

第１４、報告第５号「令和６年度清須市水道事業会計予算繰越計算書について」及び日程第１５、

報告第６号「令和６年度清須市下水道事業会計予算繰越計算書について」の３案件について建設

部次長より内容の説明を求めます。 

 前田建設部次長。 

＜ 建設部次長兼土木課長（前田敬春君）登壇 ＞ 
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建設部次長兼土木課長（前田敬春君） 

 建設部次長、前田です。 

 報告第４号について御説明します。 

 それでは、タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定は１画面表示のまま、市長提出議案等の

１９ページを御覧ください。 

 報告第４号 

 令和６年度清須市一般会計事故繰越し繰越計算書について 

 翌年度に事故繰越しをした令和６年度清須市一般会計予算について、地方自治法施行令第

１５０条第３項において準用する同令第１４６条第２項の規定により、議会に報告する。 

 令和７年６月６日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ２０ページを御覧ください。 

 令和６年度清須市一般会計事故繰越し繰越計算書です。 

 ８款土木費、４項都市計画費、新清洲駅付近鉄道高架事業、翌年度繰越額９４２万４，

１１８円は、下本町丸之内線等整備事業に係る用地買収について令和５年度において交渉の遅れ

により令和６年度に繰越しをし、地権者による移転等を進めていたものの、移転及び支障物件除

去に不測の日数を要したためで、財源は特定財源が国庫支出金４３２万３，０００円と地方債

４００万円の合計８３２万３，０００円、一般財源は１１０万１，１１８円で、令和８年３月末

の完了を予定しています。 

 報告第４号の説明は、以上です。 

 引き続き報告第５について御説明します。 

 タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定はそのまま１画面表示のまま、市長提出議案等の２１ペ

ージを御覧ください。 

 報告第５号 

 令和６年度清須市水道事業会計予算繰越計算書について 

 翌年度に繰り越した令和６年度清須市水道事業会計予算について、地方公営企業法第２６条第

３項の規定により、議会に報告する。 

 令和７年６月６日提出 

 清須市長、永田純夫 
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 ２２ページを御覧ください。 

 令和６年度清須市水道事業会計予算繰越計算書 

 地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額、１事業です。 

 １款資本的支出、１項水道施設費、重要給水施設配水管路耐震化事業は配水管路耐震化工事で、

国の補正予算に合わせ事業を前倒しして実施するに当たり、工期が不足するためで、翌年度繰越

額４，９７０万円、財源は国庫補助金１，１１３万９，０００円と損益勘定留保資金等３，

８５６万１，０００円です。９月末の完了を予定しております。 

 報告第５号の説明は、以上です。 

 引き続き報告第６号について御説明します。 

 市長提出議案等の２３ページを御覧ください。 

 報告第６号 

 令和６年度清須市下水道事業会計予算繰越計算書について 

 翌年度に繰り越した令和６年度清須市下水道事業会計予算について、地方公営企業法第２６条

第３項の規定により、議会に報告する。 

 令和７年６月６日提出 

 清須市長、永田純夫 

 ２４ページを御覧ください。 

 令和６年度清須市下水道事業会計予算繰越計算書 

 地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額、全部で４事業です。 

 １款資本的支出、１項下水道施設費、汚水管渠（きょ）整備事業は、管渠（きょ）整備改良工

事及び舗装復旧工事で他事業との調整に不測の日数を要したためで、翌年度繰越額２億７，

０７７万６，０００円、財源は企業債、国庫補助金と損益勘定留保資金等です。９月末の完了を

予定しております。 

 土田排水区雨水管渠（きょ）整備事業は、管渠（きょ）整備及び水道管等の移設補償工事で他

事業との調整に不測の日数を要したためで、翌年度繰越額１億３４０万円、財源は企業債、国庫

補助金と損益勘定留保資金等です。９月末の完了を予定しております。 

 堀江ポンプ場ストックマネジメント事業は、ポンプ設備及び電気設備工事で機器の製作に不測

の日数を要したためで、翌年度繰越額２億６，２２６万円、財源は企業債、国庫補助金と損益勘

定留保資金等です。来年３月末の完了を予定しております。 
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 豊田川ポンプ場ストックマネジメント事業は、ポンプ設備及び電気設備工事で機器の製作に不

測の日数を要したためで、翌年度繰越額３億１，８０５万円、財源は企業債、国庫補助金と損益

勘定留保資金等です。来年３月末の完了を予定しております。 

 一番下の合計欄を御覧ください。 

 予算計上額は９億５，４４８万６，０００円、翌年度繰越額は同額の９億５，４４８万６，

０００円、財源内訳は企業債４億９，８９０万円、国庫補助金２億１，９４５万円、損益勘定留

保資金等２億３，６１３万６，０００円です。 

 報告第６号の説明は、以上です。 

議長（成田義之君） 

 これで報告第３号から報告第６号までの報告を終わります。 

 日程第１６、発議第３号及び日程第１７、発議第４号につきましては、本日は提案理由及び内

容説明を受けるのみで散会し、６月１３日の本会議において総務常任委員会及び福祉常任委員会

に審査を付託いたしたいと思います。 

 このような進め方でございますが、これに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

議長（成田義之君） 

 ありがとうございます。 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま申し上げました方法で行うことに決定いたします。 

 日程第１６、発議第３号「刑事訴訟法における再審に関する規定の改正を求める意見書（案）」

についてを議題といたします。 

 提出者であります小﨑議員より提案理由及びその内容の説明を求めます。 

 説明は、発言席でお願いいたします。 

 小﨑議員。 

＜ １０番議員（小﨑進一君）登壇 ＞ 

１０番議員（小﨑進一君） 

 議席１０番、小﨑進一でございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、発議第３号の内容について説明いたします。 

 発議第３号 
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 刑事訴訟法における再審に関する規定の改正を求める意見書（案） 

 このことについて、別紙のとおり意見書を提出するものとする。 

 令和７年６月６日提出 

 提出者、清須市議会議員、小﨑進一 

 賛成者、清須市議会議員、浅井泰三、伊藤嘉起、加藤光則、冨田雄二、土本千亜紀、齊藤紗綾

香、浅妻奈々子 

 １枚跳ねていただいて、意見書（案）を朗読し、提案理由の説明とさせていただきます。 

 刑事訴訟法における再審に関する規定の改正を求める意見書（案） 

 えん罪は、無実の者を犯罪者として処罰することである。これは、国家による最大の人権侵害

の一つである。 

 えん罪被害者を出さないような捜査権の行使が必要不可欠であることはもとより、えん罪被害

者となった者を速やかに救済する制度の構築も非常に重要である。 

 ところが、現在の法制度においては、捜査機関が保有する証拠の開示及び利用に関する規定が

なく、救済を求める者の再審請求を困難としている。そして、これらの証拠の保管及び保存のル

ールが不十分であり、無罪を示す証拠が廃棄される危険性もある。 

 また、再審開始決定に対する検察官の不服申立が認められていることにより、審理の長期化が

引き起こされている。 

 さらには、再審請求手続に関する規定が整備されておらず、裁判官による審理のばらつきが生

じることによる「再審格差」が生じており、再審制度によって救済を求める者の手続保障が十分

に確保されていない。 

 以上の次第であり、国に対し、えん罪被害者の速やかな救済のため、刑事訴訟法における再審

に関する規定の改正により、下記の事項を実現するよう要望する。 

 記 

 １、再審請求手続において、捜査機関が保有する証拠の利用を可能とすることも含め、全面的

に開示することを可能とする手続の制度化 

 ２、再審開始決定に対する検察官の不服申立を禁止すること。 

 ３、再審請求手続の審理に関する手続規定を明文化すること。 

 ４、証拠の保管及び保存のルールを明文化すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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 令和７年○○月○○日 

 清須市議会 

 提出先 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣宛 

 以上でございます。 

 議員各位におかれましては、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願いいたします。 

 以上で、説明を終わります。 

議長（成田義之君） 

 日程第１７、発議第４号「性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書（案）」に

ついてを議題といたします。 

 提出者であります土本議員より提案理由及びその内容の説明を求めます。 

 説明は、発言席でお願いをいたします。 

 土本議員。 

＜ ４番議員（土本千亜紀君）登壇 ＞ 

４番議員（土本千亜紀君） 

 議席４番、土本千亜紀でございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、発議第４号の内容について御説明いたします。 

 発議第４号 

 性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書（案） 

 このことについて、別紙のとおり意見書を提出するものとする。 

 令和７年６月６日提出 

 提出者、清須市議会議員、土本千亜紀 

 賛成者、清須市議会議員、浅井泰三、伊藤嘉起、小﨑進一、冨田雄二、齊藤紗綾香、浅妻奈々

子 

 １枚跳ねていただいて、意見書（案）を朗読し、提案理由の説明とさせていただきます。 

 性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書（案） 

 性犯罪をした者に対して、矯正施設等において再犯防止プログラム等が実施されているが、出

所後も地域社会において継続することが重要である。 

 令和５年３月、法務省は自治体向けに「性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドライン～再犯防
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止プログラムの活用～」を策定し、このガイドラインを踏まえて、性犯罪の再犯防止に都道府県

等が主体となって取り組むことが期待されている。 

 性犯罪をした者の出所後の住所等については、法務省から情報提供を受け都道府県等が把握す

る仕組みはなく、実際に当事者に対して直接再犯防止の取組を行うことは困難であるため、一部

の都道府県では、子どもに対して性犯罪をした者に、矯正施設等を出所する際に住所等の届出を

求める条例を制定し、届け出られた情報を基に、カウンセリングなどの再犯防止・社会復帰支援

を行っている。 

 こうした条例に基づく届出の仕組みがなくとも各自治体が再犯防止の取組を効果的に進めるた

めには、国、自治体、関係機関等の連携や性犯罪をした者に係る情報の共有が極めて重要であり、

国からのより一層の支援が不可欠である。 

 よって政府は、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。 

 記 

 １、性犯罪をした者に対し、矯正施設等を出所した後も自治体による再犯防止プログラム等を

受ける意義について啓発を図ること。 

 ２、再犯防止プログラム等への参加につなげるため、性犯罪をした者が矯正施設等を出所する

際に、当事者の住所等を任意で国に届け出る仕組みをつくり、届け出られた情報を自治体に提供

すること。 

 ３、自治体では、性犯罪の再犯防止に必要な知識や技術を十分に有していないことから、再犯

防止に係る人材の育成について支援すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和７年○○月○○日 

 清須市議会 

 提出先 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣宛 

 以上でございます。 

 議員各位におかれましては、慎重に御審議の上、御賛同賜りますようお願いいたします。 

 以上で、説明を終わります。 

議長（成田義之君） 

 以上で、本日の会議日程は、全て終了いたしました。 
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 これをもちまして、本日は散会といたします。 

 なお、次回の本会議は、６月１０日火曜日午前９時３０分から再開いたします。 

 早朝より御苦労さまでした。 

 

（ 時に午前１０時２５分 散会 ） 

 


